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Ａ．研究目的

わが国では、平成 24 年に内閣府犯罪被害者等

施策推進室より「性犯罪・性暴力被害者のための

ワンストップ支援センター(以下ワンストップ支援

センター)開設・運営の手引き」1)が出され、全国

のワンストップ支援センター設置が推進された。

平成 30 年以降、ワンストップ支援センターは全

都道府県に設置され、産婦人科医との連携で、性

暴力被害事実の客観的証明、緊急避妊法の実施、

妊娠や性感染症等の診断治療やケア、児童相談所

の性虐待対応等を含む包括的支援を行っている。

また、日本産婦人科医会より「性犯罪被害者対応

マニュアル」2）、日本産科婦人科学会「産婦人科

診療ガイドライン」3)が策定されるなど、性暴力

被害者に対する医療支援が拡がってきている。日

本産婦人科医会では男性も被害者になりうること

より令和 2 年に「性犯罪・性暴力被害者診療チェ

ックリスト改訂版」4）を刊行したが、これを除く

と想定される被害者はほとんど女性であるため、

男性等の被害者に対する診断指針などは整備され

ていない。 

一方、内閣府「男女間における暴力に関する調

査」（令和 5 年）5）によると、女性 8.1%、男性
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0.7 %が「無理やりに性交等をされた」経験があ

り、その多くは児童期と 20 代での経験であると

報告されている。また内閣府「若年層の性暴力被

害の実態に関するオンラインアンケート」（令和 4

年）6）によると、16～24 歳の男性における性暴

力被害の遭遇率は、身体接触を伴う性暴力

5.1％、性交を伴う性暴力 2.1％、同年代の X ジェ

ンダー・ノンバイナリーにおける身体接触を伴う

性暴力 32.2％、性交を伴う性暴力 12.2％と報告さ

れている。このように子ども、男性、トランスジ

ェンダーなど性的マイノリティ（以下性的マイノ

リティと略す）の被害者の存在が明らかになって

きたが、これらの被害者への泌尿器科、外科、小

児科等での診察等対応方法は一部の医療機関を除

いて確立されていない。 

産婦人科医のみならず、泌尿器科医、外科医、

小児科医等多くの医師が支援機関と連携し性暴力

被害者に関わることができれば、ゲートキーパー

となる可能性が高いが、実際には関与する医師は

一部にとどまる。 

本研究では、子ども、男性、性的マイノリティを

含めたすべての性暴力被害者支援において、医師等

が性暴力ワンストップ支援センター等と連携し有

効な支援を提供する上での現状の課題を把握し、性

暴力被害者に対する診療方法の提示など協力医師

を増やすために対策を明らかにすることを目的と

する。令和5年度は令和4年度に行った医療機関に勤

務する医師に対するアンケート調査について分析

するとともに、これらの被害者の診察経験のある医

師に対して2次調査を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

１．研究1：GID学会医師会員における子ども、男

性、性的マイノリティの性暴力被害者に対する医療

支援の現状 

１）対象 

 対象は、被害者を診察する可能性が高い医師が

所属すると考えられる日本産科婦人科学会、日本

小児科学会、日本救急医学会、日本泌尿器科学会、

GID（性同一性障害）学会、日本小児外科学会に所

属する医療機関で勤務する医師で、昨年度の報告

に小児外科学会会員を加えたものである。これら

の学会の承諾を得て会員にアンケートのURLを配

信し、アンケートに回答し研究参加について本人

からオンラインもしくは文書で同意が得られたも

のを調査対象とした。 

２）調査方法 

 オンラインアンケート調査票はオンラインアン

ケートシステムで作成し、それぞれの学会より会

員メーリングリストを用いてアンケートURLを配

信してもらった。 

 アンケート送付数はメール配信数 33,653、回答

依頼郵送数 7,609 の計 33,858（重複あり）で、回

収数は 2,332（回収率 6.9%）であった。 

３）調査項目 

調査項目は属性、性暴力に関する知識、性暴力に

関する学習経験、性暴力被害者への支援経験等で

ある（アンケート調査票は昨年度報告済）。 

４）解析方法 

返信のあった2,332中、回答が有効であった2,04

5を分析対象とした（有効回答率97％）。 

昨年度は診療科別に解析を行ったが、今年度は

所属学会別に解析を行い、各調査項目で単純集計ま

たはχ二乗検定を行った。 

分析には統計ソフト IBM SPSS statistics 26.0 J 

for Windows を使用し、有意水準 5 %未満を有意

な差と判定した。 

なお本稿は、第 25 回 GID（性同一性障害）学会

の 2 次抄録より許可を得て転載した。 

 

２．研究2：子ども、男性、性的マイノリティの性

暴力被害者に対する医療支援（2次調査） 

１）対象 

研究 1 のアンケートにおいて、子ども、男性、性

的マイノリティの診療経験があると回答した医師

のうち、事例の回答について承諾が得られた医師

にオンラインもしくは郵送でアンケート用紙を送

付した。返信があったもののうち、本人からオンラ

インもしくは文書で同意が得られたものを調査対

象とした。 

２）調査方法 

 オンラインアンケート調査票はオンラインアン

ケートシステムで作成し、研究 1 のアンケートの

末尾に記載されたメールアドレスに送信した。 

 研究 1 の有効回答 2,045 中、診療経験のある医

師は 501 名であった。事例について 2 次調査に回

答してもよいと答えた 77名にアンケート用紙を送

付し、36 名から 51 例の返信があった。 

３）調査項目 

調査項目は属性、被害者を診察した当時の属性、

被害者の受診状況、対応、警察や児童相談所との連

携、加害者について等である（資料 1）。 

４）解析方法 

返信のあった51例中、回答が有効であった35例

を分析対象とした（有効回答率69％）。 

 

（倫理面への配慮） 

本調査は、「人を対象とする生命倫理・医学系研

究に関する倫理指針」を遵守して実施する。研究代

表者の研究機関である島根大学医学部附属病院の

研究倫理委員会に一括審査を申請し、承認を得た

（研究等管理番号 KT20221024-1）。 

 

Ｃ．研究結果 

１．研究1 

 GID 学会会員の診療科は産婦人科 21 名、精神科
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20 名、泌尿器科 10 名、形成外科 8 名、小児科 6

名、内科 2 名、リハビリ科 2 名、整形外科 1 名で

あった。表 2 に GID 学会医師会員と GID 学会以

外の医師における属性と性暴力に関する知識、意

識および経験を示す。 2017 年の刑法改正は 68.7%

で認知されており、GID 学会以外の 54.0%に比べ

有意に高く（p=0.018）、子ども、男性、性的マイノ

リティの性暴力被害を学ぶ機会があった割合」、

「男性，性的マイノリティの性暴力被害者に接し

たことのある割合」はそれぞれ 55.2％、43.9％、

42.4％と 11.5%、19.4%で、GID 学会以外の 38.5%、

22.6%、16.2％と 3.3%、2.7％に比べて有意に高か

った（p=0.006，P<0.001，p<0.001；p=0.003、

P<0.001）。  

また「性的マイノリティの性暴力被害について

学んだ機会」は、GID 学会会員では医学部医学科

の講義が 2.9％、学会講演が 27.1％であったが、

GID 学会以外では医学部医学科の講義は 1％以下、

学会講演は 11％以下であった（図 1）。「性的マイ

ノリティの性暴力被害者へ医療従事者が行うべき

サポート」は、GID 学会会員で問診と相談支援機

関紹介が 74.3％、性感染症検査が 70％、全身診察

が 68.6％、証拠採取と妊娠対応が 65.7％、カウン

セリングが 60％であり、GID 学会以外の医師より

高かった（図 2）。 

 

２．研究2 

 表3に、受診状況と他機関連携についての概要を

示す。診察した医師の属性は、産婦人科21名、小児

科7名、泌尿器科3名、救急科2名、児童精神科1名、

新生児科1名で、勤務していた病院は公立病院15名、

民間病院9名、大学病院5名、診療所6名であった。

病院規模は無床4名、1-19床2名、20-49床2名、100

-199床3名、200-499床16名、500床以上8名であっ

た。被害者は、子ども32例（1歳5カ月1例、児童27

例、中学生4例）、大人3例で、性別は女30例、男3

例、トランスジェンダー2例であった。 

 受診状況は警察や児相の関与があるものが20例、

自発受診が9例、紹介が4例（ワンストップセンター

1例、医療機関3例）、救急搬送が2例で、受診後に

5例が児相通報していたが、4例はどことも連携して

いなかった。 

 

Ｄ．考察 

 昨年度の報告書で、子どもの性暴力被害者の支援

経験は、産婦人科、小児科で約3割にあり、男性、

性的マイノリティの性暴力被害者の支援経験は低

いことを報告した。本年は、支援経験のある医師に

焦点を当て、検討を行った。 

まず、GID学会会員は学会以外の会員と比較し、

男性、性的マイノリティの性暴力被害について学ぶ

機会や患者に接する機会が多いことがわかった。た

だし、今回回答したGID学会会員は精神科医が多く、

他の診療科では元の所属学会で回答した医師もい

るため単純に比較はできない。精神科における性暴

力被害者への医療支援については、今まで調査が行

われており7,8)、精神科医療機関とワンストップ支援

センターの連携の必要性等について報告されてい

る8)。GID学会会員において、性暴力被害について

学ぶ機会や患者に接する機会が多かったのは、対象

に精神科医が多かったためなのか、性暴力被害に興

味がある学会員が多いためなのかは不明である。今

回のアンケートは身体的治療を行っている診療科

の学会中心に調査を行ったが、今後、精神科など今

回調査した診療科以外でも調査を行い、診療科毎の

特徴を明らかにする必要性が示唆された。 

 またGID学会会員は、もともと性同一性障害につ

いて診療している医師を中心とした学会のため、性

的マイノリティの被害者を診る機会は多いと考え

られる。「性的マイノリティの性暴力被害について

学んだ経験」も、医学部医学科、学会講演ともに高

かった。現在、性的マイノリティの性暴力被害につ

いて医学部医学科での講義は、一部の大学でしか行

われていないと推察するが、学んだ経験があると、

被害者の診察も抵抗が少ないと考えられる。子ども、

男性、性的マイノリティを含めた性暴力被害者の医

療支援を行うためには、医学教育の中ですべての医

学生が学ぶ必要があり、学会等においても医師に対

する教育機会の提供が必要と考えられる。 

 さらに性暴力被害者のサポートについて、GID学

会会員では問診、相談支援機関紹介、性感染症検査、

全身診察、証拠採取、妊娠対応、カウンセリング等

必要と答えた医師が多かった。実際に性暴力被害者

の診療においては、創傷や感染症の診察だけでなく、

証拠となる詳細なカルテ記載や検体採取が必要と

なる。GID学会会員はGID学会以外の医師と比較し、

実際に診察した経験が高いため、より具体的にイメ

ージできたと考えられる。 

 2次調査においては、子どもの事例が91%であり、

男性、トランスジェンダーは少なかった。診療科は

産婦人科が多く、医療機関は無床診療所から500床

以上の大学病院まで多岐にわたっていた。子どもの

事例は警察や児童相談所から紹介されたものが多

く、自発受診のうち5例は児童相談所に通報してい

たが、4例はどことも連携していなかった。 

以上より、どの医療機関にいても被害者が訪れる

可能性はあり、子ども、男性、性的マイノリティの

被害者に対応できる医師を増やす必要がある。今後、

被害者が受診した時に必要不可欠な診療や対応が

できるように、チェックリストや診療マニュアルが

必要である。 

 

E．本研究の限界 

本研究の2次調査は、100例の返信を予定してい

た。1次調査で診療経験のある医師は501名あった

ものの、返信があり分析できたのは35例のみであっ
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た。これより2次調査については、性暴力被害者支

援について関心のある医師が回答したというバイ

アスがかかっている可能性は高い。 

現在、ワンストップ支援センターと関係がある医

師や、医療機関に対するインタビュー調査を行って

おり、その結果も含めて診療マニュアルに反映する

予定である。 

 

F．結論 

 本研究より、性暴力被害者の医療支援について

関心のある医師は、性暴力被害者について学ぶ機

会や患者に接する機会が多いこと、どの医療機関

にいても被害者が訪れる可能性はあることがわか

った。今後、医学教育や学会等において、性暴力被

害者支援についての教育を提供し、子ども、男性、

性的マイノリティの被害者に対応できる医師を増

やす必要がある。また子ども、男性、性的マイノリ

ティの被害者に対するチェックリストや診療マニ

ュアルなど診療体制の整備が急務である。 
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https://medical-care.nosvva.net/
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タル 

2023.9.6．男性の性暴力被害の医療支援について

アベマ倍速ニュース．AbemaTV  

2023.11.1．性暴力被害を受けた人の支援拠点．朝

日新聞degital 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
表１．学会ごとのアンケート送付数と回収数 

※日本泌尿器科学会と日本小児科学会はアンケート配信日が同日であるため、回収数は合算している 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
表２．診療科別 対象の背景と性暴力に関する知識、経験 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 χ二乗検定により有意確率p値を求め
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表３. 2次調査における受診状況と他機関連携について 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1：女児：幼児～小学生とした。No.30は幼少だったため、年齢を記載した 
※2：カウンセラーをCo.と略した 
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 図1. 性的マイノリティの性暴力被害について学んだ機会（複数回答） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図2. 性的マイノリティの性暴力被害者へ医療従事者が行うべきサポート（複数回答） 
 
 
 
 
 
 


